
業務規程の変更 
旧条文を新条文に変更する。 

新 条 文 旧 条 文 

 

（呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位） 

第13条 現物先物取引の呼値及びその単位並びに取引単位及び受渡単位は、次のと

おりとする。 

(上場商品構成物品)(呼値)  (呼値の単位)  (取引単位)     (受渡単位) 

(1)くん煙シート   1ｷﾛｸﾞﾗﾑ    10銭     1枚 5,000        1枚 10,000 

（別名RSS）                             ｷﾛｸﾞﾗﾑ           ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(2) 金            1グラム    １円     1枚 1ｷﾛｸﾞﾗﾑ      1枚 1ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(3) 銀           10グラム    10銭     1枚 30ｷﾛｸﾞﾗﾑ     1枚 30ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(4) 白金          1グラム    １円     1枚 500グラム    1枚 500グラム 

(5) パラジウム    1グラム    １円     1枚 500グラム    1枚 3,000グラム 

(6) ガソリン      1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 50ｷﾛﾘｯﾄﾙ     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(7) 灯油          1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 50ｷﾛﾘｯﾄﾙ     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(8) 軽油          1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ    1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(9) アルミニウム  1ｷﾛｸﾞﾗﾑ    10銭     1枚 5,000        1枚 25,000 

ｷﾛｸﾞﾗﾑ           ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

２～３                    （現行どおり） 

 

 附則 

平成19年９月19日開催の理事会で議決された第13条（呼値、呼値の単位、取引

単位、受渡単位及び権利行使単位）の変更規定は、経済産業大臣の認可の日（平

成19年10月１日）から施行し、平成20年10月限以降の限月から適用する。 

 

 

 

（呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位） 

第13条 現物先物取引の呼値及びその単位並びに取引単位及び受渡単位は、次のと

おりとする。 

(上場商品構成物品)(呼値)  (呼値の単位)  (取引単位)     (受渡単位) 

(1)くん煙シート   1ｷﾛｸﾞﾗﾑ    10銭     1枚 5,000        1枚 10,000 

（別名RSS）                             ｷﾛｸﾞﾗﾑ           ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(2) 金            1グラム    １円     1枚 1ｷﾛｸﾞﾗﾑ      1枚 1ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(3) 銀           10グラム    10銭     1枚 30ｷﾛｸﾞﾗﾑ     1枚 30ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

(4) 白金          1グラム    １円     1枚 500グラム    1枚 500グラム 

(5) パラジウム    1グラム    １円     1枚 500グラム    1枚 3,000グラム 

(6) ガソリン      1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 50ｷﾛﾘｯﾄﾙ     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(7) 灯油          1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 50ｷﾛﾘｯﾄﾙ     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(8) 軽油          1ｷﾛﾘｯﾄﾙ    10円     1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ    1枚 100ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(9) アルミニウム  1ｷﾛｸﾞﾗﾑ    10銭     1枚 5,000        1枚 50,000 

ｷﾛｸﾞﾗﾑ           ｷﾛｸﾞﾗﾑ 

２～３            （ 省 略 ） 

  

（ 新 設 ） 

 

 

 

 


